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(54)【発明の名称】 可撓性可変内視鏡

(57)【要約】
【目的】  簡単な構造で、可撓管部の特定領域の可撓性
を変化させることが可能な可撓性可変内視鏡を提供す
る。
【構成】  自由状態で直線状の筒状をなすコイルを可撓
管部内に設け、該コイルの軸線方向の伸縮度の変化によ
って可撓管部の可撓性を変化させる内視鏡において、コ
イルを、軸線方向に隣接するリング状部が自由状態にお
いて離間する粗巻きコイルとする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  自由状態で直線状の筒状をなすコイルを
可撓管部内に設け、該コイルの軸線方向の伸縮度の変化
によって可撓管部の可撓性を変化させる内視鏡におい
て、
上記コイルを、軸線方向に隣接するリング状部が自由状
態において離間する粗巻きコイルとしたことを特徴とす
る可撓性可変内視鏡。
【請求項２】  請求項１記載の可撓性可変内視鏡におい
て、上記粗巻きコイルの中心部に挿入され、一端部が該
粗巻きコイルの先端部に対し圧縮操作可能な態様で接続
し、他端部がワイヤ牽引機構に接続したコイル牽引ワイ
ヤを有し、
上記ワイヤ牽引機構によってコイル牽引ワイヤを牽引す
ることにより、上記粗巻きコイルが圧縮される可撓性可
変内視鏡。
【請求項３】  請求項１または２記載の可撓性可変内視
鏡において、内視鏡の外面に正逆方向に回動操作可能に
支持され、回動量に応じて上記粗巻きコイルの伸縮度を
変化させる回動操作部材を備え、
該回動操作部材に回動位置を示す複数の指標が設けられ
ている可撓性可変内視鏡。
【請求項４】  請求項１から３のいずれか１項記載の可
撓性可変内視鏡において、上記可撓管部内に、軸線方向
に位置を異ならせて複数の上記粗巻きコイルが配されて
おり、該複数の粗巻きコイルの伸縮度を個別に調整可能
である可撓性可変内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】本発明は、可撓管部の可撓性を変化させる
ことが可能な可撓性可変内視鏡に関する。
【０００２】
【従来技術及びその問題点】医療用や工業用の内視鏡
は、屈曲した経路の観察対象内への挿入を容易にするべ
く挿入部に可撓性を有する可撓管部を設けているが、さ
らに挿入作業性を良くするために、この可撓管部の可撓
性（曲げ剛性、曲げ硬度）を可変とさせるタイプの内視
鏡が提案されている。このタイプの内視鏡は、例えば、
大腸への挿入時において、屈曲したＳ字結腸部分に入る
までは可撓管部を柔軟にしておき、該Ｓ字結腸よりも奥
へ挿入部を挿入する際には、挿入部先端まで確実に押し
込み力を伝達させるべく可撓管部を硬化させるといった
態様で使用される。
【０００３】可撓管部の可撓性を変化させるための手段
としては、例えば、可撓管部内に棒状や管状の硬性部材
を挿脱させたり、可撓管部内に設けた筒状のコイルの伸
縮度（圧縮度）を変化させることで曲げ剛性を変化させ
るものが知られている。
【０００４】前者の硬性部材を挿脱させるタイプでは、
硬性部材の挿入量を調整することによって、可撓管部の
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任意の領域で可撓性を変化させることができる。しかし
ながら、可撓管部の軟化時には、硬性部材を可撓管部か
ら抜いて操作部やユニバーサルチューブといった別のス
ペースに移動させなければならないので、機構が複雑に
なりがちで、スペース効率も良くなかった。
【０００５】一方、後者のコイルを用いるタイプでは、
従来は、軸線方向に隣接するリング状部が互いに密着し
ている密巻きコイルを用いていた。この密巻きコイルは
可撓管部の内部でのみ伸縮度が変化するので、構造が比
較的簡単で、スペース効率にも優れている。しかしなが
ら、密着コイルは軸線方向の伸縮量が小さく、自由状態
と圧縮状態とで軸線方向の長さがほとんど変化しないた
め、可撓管部に対しては全体に一様な可撓性変化を付与
するのみであり、可撓管部の任意の領域のみを硬化さ
せ、他の領域は軟化させておくという使い方はできなか
った。また、密巻きのコイル自体が自由状態で既にある
程度の曲げ剛性を持っているので、可撓管部を軟化させ
たときにも、若干の硬さが残るおそれがある。
【０００６】
【発明の目的】本発明は、簡単な構造でありながら、可
撓管部の特定領域の可撓性を変化させることが可能な可
撓性可変内視鏡を提供することを目的とする。
【０００７】
【発明の概要】以上の目的を達成するための本発明は、
自由状態で直線状の筒状をなすコイルを可撓管部内に設
け、該コイルの軸線方向の伸縮度の変化によって可撓管
部の可撓性を変化させる内視鏡において、この可撓性調
整用のコイルを、軸線方向に隣接するリング状部が自由
状態において離間する粗巻きコイルとしたことを特徴と
する。粗巻きコイルは、伸縮度の変化に応じて、可撓管
部の長手方向に占める領域を大きく変化させるため、可
撓管部における可撓性調整領域を変化させることができ
る。
【０００８】粗巻きコイルを圧縮させる手段としては、
粗巻きコイルの中心部に挿入されたコイル牽引ワイヤを
用いることができる。このコイル牽引ワイヤは、一端部
が粗巻きコイルの先端部に対し圧縮操作可能な態様で接
続し、他端部がワイヤ牽引機構に接続しており、ワイヤ
牽引機構によって牽引されることによって粗巻きコイル
を圧縮させる。
【０００９】この本発明の可撓性可変内視鏡では、可撓
管部内に、複数の粗巻きコイルを軸線方向に位置を異な
らせて設けてもよい。この複数の粗巻きコイルの伸縮度
を個別に調整することにより、可撓性調整領域をより細
かく変化させることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】図１ないし図４を参照して、本発
明による可撓性可変内視鏡の一実施形態を説明する。図
１に示す電子内視鏡１０は医療用の内視鏡であり、体腔
内に挿入される挿入部１１とその基部側に接続された操
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作部１２を有している。挿入部１１は、先端側から順に
先端部１３、湾曲部１４及び可撓管部１５を有してお
り、さらに可撓管部１５が連結部１６を介して操作部１
２に接続している。
【００１１】先端部１３は、硬性部材からなる先端部本
体（不図示）を有し、この先端部本体に、図示しない対
物レンズ保持孔、配光レンズ保持孔、送気チャンネル出
口、送水チャンネル出口、処置具挿通チャンネル出口等
が形成されている。対物レンズ保持孔と配光レンズ保持
孔には、結像用の対物レンズと照明用の配光レンズが保
持されている。
【００１２】湾曲部１４内には、相対回動可能に連結さ
れた複数の節輪（湾曲駒）からなる節輪アッセンブリー
が設けられている。操作部１２に設けた湾曲操作ノブ２
０Ａ、２０Ｂを回動操作することによって、不図示の複
数の湾曲操作ワイヤが牽引または弛緩されて、該節輪ア
ッセンブリーを構成する各節輪を相対回動させる。する
と、湾曲部１４が湾曲される。具体的には、湾曲操作ノ
ブ２０Ａを正逆方向に回動操作すると、一対の湾曲操作
ワイヤを介して湾曲部１４が左右方向に湾曲し、湾曲操
作ノブ２０Ｂを正逆方向に回動操作すると、別の一対の
湾曲操作ワイヤを介して湾曲部１４は上下方向に湾曲す
る。さらに、湾曲部１４の湾曲状態は、ロックノブ２１
Ａやロックレバー２１Ｂを操作することによって固定さ
せることが可能である。
【００１３】操作部１２からはユニバーサルチューブ２
５が延出されており、該ユニバーサルチューブ２５の末
端には、不図示のプロセッサに接続するコネクタ部２６
が設けられている。コネクタ部２６には、不図示の画像
信号伝送用ケーブルやライトガイドファイババンドルの
端部、送気チャンネルや送水チャンネルの入口部等が設
けられており、コネクタ部２６をプロセッサに接続する
ことによって、これらの各部は、プロセッサ側の画像処
理装置、光源、送気源及び送水源に接続される。
【００１４】先端部１３内には、対物レンズの背後にＣ
ＣＤが設けられており、対物レンズから該ＣＣＤの受光
面に入った観察対象の像は光電変換され、ＣＣＤからユ
ニバーサルチューブ２５のコネクタ部２６まで配設され
た前述の画像信号伝送用ケーブルを介して、電子画像と
してプロセッサに送られる。プロセッサでは、電子画像
をモニタに表示したり画像記録媒体に記録することがで
きる。操作部１２には、画像処理関連の遠隔操作を行う
ための複数のリモート操作ボタンスイッチ２７が設けら
れている。また、配光レンズには、ユニバーサルチュー
ブ２５のコネクタ部２６から先端部１３まで配設された
前述のライトガイドファイババンドルを介して、プロセ
ッサに設けた光源からの照明光が与えられる。
【００１５】操作部１２には、リモート操作ボタンスイ
ッチ２７の近傍位置に送気送水ボタン２８が設けられて
いる。送気送水ボタン２８を押し込むと、プロセッサ側
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に設けた送水源と内視鏡内に設けた送水チャンネルが連
通し、該送水チャンネル内に送水される。先端部１３に
設けた送水チャンネルの出口には対物レンズに向けてノ
ズルが設けられていて、送水チャンネルに送られた洗浄
水などの液体は、該ノズルから対物レンズへ向けて噴出
され、対物レンズを洗浄する。また、送気送水ボタン２
８の上面には図示しない孔が設けられており、この孔を
塞ぐと、プロセッサ側に設けた送気源の正圧が内視鏡内
の送気チャンネルに作用して、該送気チャンネルの出口
へ空気が送られる。送水チャンネルと同様に、先端部１
３に設けた送気チャンネルの出口には対物レンズに向け
てノズルが設けられていて、送気チャンネルに空気が送
られると、該ノズルから対物レンズへ向けて空気が噴出
し、対物レンズに付着した洗浄水の水滴や、体液などそ
の他の液体の水滴を除去することができる。
【００１６】電子内視鏡１０の連結部１６には、鉗子や
高周波焼灼処置具といった処置具を挿入するための処置
具挿入口突起３０が設けられており、該処置具挿入口突
起３０から内視鏡内方に向けて、図示されない処置具挿
通チャンネルが延設されている。処置具挿通チャンネル
は、先端部１３に形成した出口に接続しており、処置具
挿入口突起３０から挿入された処置具は、処置具挿通チ
ャンネルを通して出口から突出させることができる。ま
た、処置具挿通チャンネルには不図示の吸引チューブが
接続しており、この吸引チューブは、電子内視鏡１０の
外部に設けた負圧源（吸引源）に接続されている。よっ
て、処置具挿通チャンネルに対しては、処置具挿入口突
起３０を介して鉗子や高周波焼灼処置具等の処置具を挿
入することと、吸引チューブを介して負圧源から負圧を
かけることが可能である。処置具挿通チャンネルを吸引
用の管路として使用するときには、操作部１２に設けた
吸引ボタン２９を押圧する。すると、負圧源側の管路と
処置具挿通チャンネルが連通されて、負圧が処置具挿通
チャンネルに作用し、処置具挿通チャンネル出口から体
液等の流体を吸引することができる。
【００１７】前述のように、湾曲部１４は湾曲操作ノブ
２０Ａ、２０Ｂの操作によって任意に曲げることがで
き、可撓管部１５も可撓性を有している。この湾曲部１
４や可撓管部１５内に位置する上記の内蔵物、すなわ
ち、処置具挿通チャンネル、画像信号伝送用ケーブル、
ライトガイドファイババンドル、送気チャンネル、送水
チャンネル等は、湾曲部１４の湾曲操作や可撓管部１５
の変形に対応するように可撓性を有している。本実施形
態の電子内視鏡１０では、以下に説明するように、この
可撓管部１５の特定領域の可撓性（曲げ剛性）を変化さ
せることが可能である。
【００１８】図３及び図４に示すように、可撓管部１５
の内部には、その長手方向に向けて、内部を中空とした
直線筒状のコイル外装管３１が設けられている。コイル
外装管３１は可撓性を有しており、その基端部は連結部
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１６内に位置し、先端部は湾曲部１４と可撓管部１５の
接続部分近傍まで延出されている。コイル外装管３１の
基端部と先端部には、それぞれ基端ストッパ３２と先端
ストッパ３３が固定されている。このうち基端ストッパ
３２は、連結部１６に対して固定されている。一方、コ
イル外装管３１の先端部付近は、可撓管部１５に対して
固定されていない。
【００１９】コイル外装管３１の内部には、両端部を塞
ぐストッパ３２、３３の間に位置させて、鋼線を螺旋状
に巻回して形成された粗巻きコイル３５が設けられてい
る。図３に示すように、粗巻きコイル３５は、自由状態
では軸線方向に隣接するリング状部が互いに離間してお
り、いわばコイル巻回ピッチが大きいタイプのコイルで
ある。例えば、図３は粗巻きコイル３５の自由状態を示
しているが、粗巻きコイル３５を構成する各リング状部
の間には、符号Ｈで表す間隔が空いている。この粗巻き
コイル３５の一端部は基端ストッパ３２に当接してお
り、他端部はワイヤ固定部材３６に当接している。
【００２０】ワイヤ固定部材３６は、コイル外装管３１
内を長手方向に移動可能に支持された部材であり、先端
ストッパ３３によって抜け止められている。このワイヤ
固定部材３６にはコイル牽引ワイヤ３７の先端部が固定
されており、コイル牽引ワイヤ３７は、当該先端部から
連結部１６側に向けて、粗巻きコイル３５の中心部と基
端ストッパ３２に設けた貫通孔３８を通して延設され、
さらに操作部１２内に設けた巻取ドラム３９に巻回され
ている。
【００２１】巻取ドラム３９は回動軸４０を中心として
回動可能に支持されており、操作部１２の外面には、該
巻取ドラム３９に対して固定された可撓性調整ノブ４１
が支持されている。可撓性調整ノブ４１を回動操作する
と巻取ドラム３９が回動され、該巻取ドラム３９に巻回
されたコイル牽引ワイヤ３７が巻取または繰出される。
具体的には、可撓性調整ノブ４１を図２の反時計方向に
回動させると、コイル牽引ワイヤ３７が巻取ドラム３９
に巻き取られて牽引され、可撓性調整ノブ４１を図２の
時計方向に回動させると、コイル牽引ワイヤ３７が巻取
ドラム３９から繰り出しされて弛緩する。
【００２２】図２に示すように、操作部１２の外面に
は、可撓性調整ノブ４１の近傍に固定指標４２が設けら
れている。一方、可撓性調整ノブ４１には、回転方向に
９０度間隔で、４つの回転位置指標４３Ａないし４３Ｄ
が設けられている。操作部１２には、この４つの回転位
置指標４３Ａないし４３Ｄが固定指標４２に対応する回
動位置で可撓性調整ノブ４１を軽く回動規制する、図示
しないクリック機構が設けられている。
【００２３】以上の電子内視鏡１０では、次のように可
撓管部１５の可撓性を調整する。図３は、コイル牽引ワ
イヤ３７が弛緩されて粗巻きコイル３５が自由状態にあ
る状態を示しており、このとき可撓性調整ノブ４１は図
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２の状態、すなわち「０」と表示された回転位置指標４
３Ａが固定指標４２に対応している位置にある。粗巻き
コイル３５は、圧縮されると曲がりにくく（硬く）な
り、伸ばされると（圧縮を解除すると）曲がりやすく
（柔らかく）なる特性を有しているので、粗巻きコイル
３５が自由状態にあるときには曲げ剛性が最も低く、し
たがって可撓管部１５は最も柔軟な状態にある。特に、
コイル巻回ピッチの広い粗巻きコイル３５は、自由状態
において隣接するリング状部が密着する密巻きコイルよ
りも曲げ剛性が低く、可撓管部１５の柔軟性を損なわな
い。
【００２４】この粗巻きコイル３５の自由状態から、
「１」と表示される回転位置指標４３Ｂが固定指標４２
に対応するまで、可撓性調整ノブ４１を図２の反時計方
向に１段階（９０度）回動させると、コイル牽引ワイヤ
３７が巻取ドラム３９に一定量巻き取られる。すると、
コイル牽引ワイヤ３７が若干牽引され、該コイル牽引ワ
イヤ３７の先端部に固定されたワイヤ固定部材３６が図
４のＭ１で示す位置まで移動される。このワイヤ固定部
材３６の移動方向は、固定された基端ストッパ３２に向
けて粗巻きコイル３５を押し付ける方向であるから、ワ
イヤ固定部材３６と基端ストッパ３２に挟まれた粗巻き
コイル３５は、軸線方向に若干圧縮される。若干圧縮さ
れた粗巻きコイル３５は、自由状態に比して曲げ剛性が
上昇して、可撓管部１５を若干硬化させる。このとき、
粗巻きコイル３５は、圧縮されることによって軸線方向
への長さが４分の１程度短くなり、コイル外装管３１の
うち図４中のＤ４で示す領域には、粗巻きコイル３５が
存在しない状態となる。つまり、可撓管部１５は、この
Ｄ４領域を除いたＤ１～Ｄ３の領域が硬化される。
【００２５】続いて、「２」と表示される回転位置指標
４３Ｃが固定指標４２に対応するまで、可撓性調整ノブ
４１を図２の反時計方向に回動させると、さらにコイル
牽引ワイヤ３７が巻取ドラム３９に巻き取られる。する
と、コイル牽引ワイヤ３７によってワイヤ固定部材３６
が図４のＭ２で示す位置まで移動され、粗巻きコイル３
５はさらに圧縮されて曲げ剛性が高まる。このとき、粗
巻きコイル３５は、軸線方向への長さが自由状態のとき
の半分程度になり、可撓管部１５のうち図４のＤ１領域
とＤ２領域のみを硬化させる。可撓管部１５のＤ３領域
とＤ４領域においては、粗巻きコイル３５が退避してい
るので硬化されない。
【００２６】さらに、「３」と表示される回転位置指標
４３Ｄが固定指標４２に対応するまで、可撓性調整ノブ
４１を図２の反時計方向に回動させると、コイル牽引ワ
イヤ３７によりワイヤ固定部材３６が図４のＭ３で示す
位置まで移動され、粗巻きコイル３５の圧縮度は最高と
なる。このとき、粗巻きコイル３５は、隣接するリング
状部が密着する密巻き状態になっており、軸線方向の長
さは自由状態のときの４分の１程度になっている。した
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7
がって、可撓管部１５のうち、図４のＤ１領域のみが圧
縮された粗巻きコイル３５により硬化され、Ｄ２領域か
らＤ４領域は硬化されず柔軟になっている。
【００２７】以上とは逆に、粗巻きコイル３５が圧縮さ
れた状態から可撓性調整ノブ４１を図２の時計方向に回
動させると、コイル牽引ワイヤ３７が１段階ずつ弛緩さ
れる。コイル牽引ワイヤ３７が弛緩されると、粗巻きコ
イル３５の先端位置を規制しているワイヤ固定部材３６
が挿入部１１の先端方向へ移動可能になるので、該粗巻
きコイル３５は、圧縮状態から自由状態に向けて伸び
る。この圧縮解除時にも、粗巻きコイル３５の長さは、
最も圧縮された状態から自由状態まで、可撓性調整ノブ
４１の回動位置に応じて前述した４段階に変化する。
【００２８】以上のように、本実施形態の電子内視鏡１
０では、可撓管部１５の可撓性を調整するための手段と
して、伸縮度が大きい粗巻きコイル３５を用いているた
め、この粗巻きコイル３５の伸縮に応じて、可撓管部１
５の硬化される領域を変化させることができる。具体的
には、最も基端側（手元側）のＤ１領域のみが硬化され
る状態、Ｄ１領域とＤ２領域が硬化される状態、Ｄ１な
いしＤ３までの領域が硬化される状態、粗巻きコイル３
５が自由状態にあって硬化されない状態、の４つの態様
に切り替えることができる。例えば、可撓管部１５の最
も基端側の領域のみを硬化させてその他の領域を柔軟に
保ちたい場合には、可撓性調整ノブ４１を回転させて回
転位置指標４３Ｄを固定指標４２に合わせればよい。こ
の基端側から若干先端方向の領域も硬化させたければ、
可撓性調整ノブ４１を回動の回転位置指標４３Ｃを固定
指標４２に合わせればよい。可撓性調整ノブ４１には、
回転位置指標４３Ａないし４３Ｄが設けられているた
め、可撓管部１５のいずれの領域が硬化されているの
か、容易に認識することができる。
【００２９】粗巻きコイル３５は、最も長い自由状態に
おいても、その略全体が可撓管部１５内に位置してお
り、可撓管部１５の内部でのみ伸縮する。よって、操作
部１２等にコイルの退避用スペースを設ける必要がな
く、内視鏡の大型化を避けることができる。
【００３０】以上で説明した第一の実施形態では、単独
の粗巻きコイル３５の伸縮によって可撓管部１５の硬化
領域を変化させているが、図５及び図６に示す第二実施
形態のように、さらに細かく硬化領域を変化させること
も可能である。この第二実施形態では、第一実施形態と
同様の部材に関しては同符号で示し、説明は省略する。
【００３１】図５の内視鏡では、コイル外装管３１の内
部に、軸線方向に位置を異ならせて３つの粗巻きコイル
５０、５１及び５２が配設されている。最も基端側の第
一粗巻きコイル５０は、基端ストッパ３２と第一ワイヤ
固定部材５３の間に挟まれており、中間の第二粗巻きコ
イル５１は、第一ワイヤ固定部材５３と第二ワイヤ固定
部材５４の間に挟まれており、最も先端側に位置する第
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三粗巻きコイル５２は、第二ワイヤ固定部材５４と第三
ワイヤ固定部材５５の間に挟まれている。第一ワイヤ固
定部材５３には第一コイル牽引ワイヤ５６の先端部が固
定され、第二ワイヤ固定部材５４には第二コイル牽引ワ
イヤ５７の先端部が固定され、第三ワイヤ固定部材５５
には第三コイル牽引ワイヤ５８の先端部が固定されてい
る。３本のコイル牽引ワイヤ５６ないし５８は、粗巻き
コイルの中心部と基端ストッパ３２に形成した貫通孔３
８を通して連結部１６内へ延出され、それぞれが対応す
る巻取ドラム６０、６１及び６２（図６）に巻回されて
いる。なお、第一ワイヤ固定部材５３には、第二コイル
牽引ワイヤ５７と第三コイル牽引ワイヤ５８を挿通させ
るための貫通孔が形成され、第二ワイヤ固定部材５４に
は、第三コイル牽引ワイヤ５８を挿通させるための貫通
孔が形成されている。
【００３２】各巻取ドラム６０、６１及び６２は共通の
回動軸７０に軸支されており、対応するドラム駆動モー
タ６３、６４及び６５によって個別に正逆方向へ回動さ
せることができる。なお、各ドラム駆動モータと巻取ド
ラムの間に設けられている動力伝達機構については図示
を省略している。内視鏡の外面には、モータ操作部６６
が設けられており、操作者は、該モータ操作部６６を介
して各ドラム駆動モータ６３ないし６５を任意に正転ま
たは逆転させることができる。ドラム駆動モータ６３な
いし６５によって巻取ドラム６０ないし６２を回動させ
ると、対応するコイル牽引ワイヤ５６ないし５８が牽引
または弛緩される。つまり、粗巻きコイル５０ないし５
２のそれぞれの伸縮度を選択的に変化させることができ
る。
【００３３】この実施形態の３つの粗巻きコイル５０な
いし５２は、それぞれが先述した粗巻きコイル３５と同
様に機能する。例えば、図５に示す各粗巻きコイルの自
由状態から、ドラム駆動モータ６３を駆動して第一コイ
ル牽引ワイヤ５６を牽引したときには、第一粗巻きコイ
ル５０が、第一ワイヤ固定部材５３によって押圧されて
Ｅ１領域内で圧縮される。仮に、第一ワイヤ固定部材５
３が図５のＰ位置まで移動されると、Ｅ１領域のうち、
該Ｐ位置（第一ワイヤ固定部材５３）と基端ストッパ３
２の間のＥ１-ａ領域のみが第一粗巻きコイル５０によ
って硬化され、それよりも先端側の領域は硬化されな
い。図５では、各粗巻きコイルが位置している軸線方向
範囲を矢印で例示しているが、破線の矢印が圧縮状態を
示し、実線の矢印が非圧縮状態（自由状態）を示してい
る。なお、第一ワイヤ固定部材５３は、Ｐ位置では見や
すくするためにコイル外装管３１の外側に描かれている
が、当然、コイル外装管３１の内側を移動する。
【００３４】本実施形態では、さらに、２つ以上の粗巻
きコイルを組み合わせて圧縮させることができる。例え
ば、第一粗巻きコイル５０を半分程度の長さまで圧縮し
てＥ１-ａ領域を硬化させた上記の状態で、ドラム駆動
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9
モータ６４を駆動して第二粗巻きコイル５１を半分程度
に圧縮させ、Ｅ２-ａ領域を硬化させてもよい。する
と、コイル外装管３１の基端部側から概ね３分の１の領
域のみが硬化されることになる。さらに、ドラム駆動モ
ータ６５を駆動して第三粗巻きコイル５２も半分程度に
圧縮してＥ３-ａ領域を硬化させると、コイル外装管３
１の基端部側から概ね半分の領域が硬化されることにな
る。内視鏡挿入部の挿入時には、押し込み力を先端側に
効率的に伝達するために、可撓管部の手元側（基端側）
を硬くし先端側を柔らかくするのが一般的であるが、３
つの粗巻きコイル５０ないし５２を組み合わせて用いる
本実施形態では、以上のように可撓管部１５の手元側の
硬化領域を任意に細かく変化させることができる。
【００３５】なお、第一粗巻きコイル５０または第二粗
巻きコイル５１を圧縮させたときには、第一ワイヤ固定
部材５３または第二ワイヤ固定部材５４が操作部１２側
（図５中の左方）に移動されるため、この移動するワイ
ヤ固定部材５４、５５よりも先端側（図５の右方）に位
置する粗巻きコイルに対する支持がフリーになる。例え
ば、第一粗巻きコイル５０を軸線方向において半分程度
の長さまで圧縮するべく、第一ワイヤ固定部材５３が図
５のＰ位置に移動されると、第二粗巻きコイル５１、第
二ワイヤ固定部材５４、第三粗巻きコイル５２も左方に
移動可能になる。この状態で第二粗巻きコイル５１や第
三粗巻きコイルを特に操作せずにフリーにしたままでも
可撓管部１５の可撓性には実質的な変化はないが、粗巻
きコイル５１及び５２の安定や、コイル牽引ワイヤ５７
及び５８の弛み除去という観点から、第一コイル牽引ワ
イヤ５６に加えて、次のようにして第二コイル牽引ワイ
ヤ５７と第三コイル牽引ワイヤ５８も合わせて牽引する
ことが好ましい。
【００３６】まず、第二コイル牽引ワイヤ５７を牽引す
ると、第二粗巻きコイル５１と第二ワイヤ固定部材５４
とが図５の左方へ移動し、Ｐ位置にある第一ワイヤ固定
部材５４に対して第二粗巻きコイル５１が当接する。こ
の時点で第二コイル牽引ワイヤ５７に対する牽引動作は
停止され、第二ワイヤ固定部材５４はＱ位置で停止す
る。さらに、第三コイル牽引ワイヤ５８を牽引すると、
第三粗巻きコイル５２と第三ワイヤ固定部材５５とが図
５の左方へ移動し、Ｑ位置にある第二ワイヤ固定部材５
５に対し、第三粗巻きコイル５２が当接する。該当接時
点で第三コイル牽引ワイヤ５８に対する牽引も停止され
る。すると、第一粗巻きコイル５０は圧縮されてＥ１-
ａ領域を硬化させ、第二粗巻きコイル５１と第三粗巻き
コイル５２はそれぞれＥ２-ｂ領域とＥ３-ｂ領域に移動
されているが自由状態に保たれているので、当該領域を
硬化させていない状態になる。また、この状態からさら
に第二粗巻きコイル５１を圧縮させてＥ２-ａ領域も硬
化させるときには、第二ワイヤ固定部材５４の移動量に
対応させて第三コイル牽引ワイヤ５８を牽引し、第三粗
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巻きコイル５２を安定させることが好ましい。
【００３７】図５の実施形態では、３つの粗巻きコイル
５０ないし５２は共通のものを用いてもよいし、粗巻き
コイルを形成する鋼線の素線径や材質、粗巻きコイル自
体の径サイズや軸線方向長さ、あるいはコイルピッチな
どを異ならせた複数種類の粗巻きコイルを組み合わせる
こともできる。
【００３８】例えば、図５において、最も操作部１２に
近い第一粗巻きコイル５０が最も強く、先端側の第三粗
巻きコイル５２が最も弱く、第二粗巻きコイル５１がそ
の中間の強さとなるように、３つの粗巻きコイル５０な
いし５２の弾発力を異ならせた態様としてもよい。該態
様では、第一粗巻きコイル５０、第二粗巻きコイル５
１、第三粗巻きコイル５２の順で圧縮させ、可撓管部１
５を手元側から順に硬化させる前述の手法が可能である
し、さらに、手元側は硬化させずに途中の一部領域を硬
化させることも可能である。具体的には、３つの粗巻き
コイル５０ないし５２の全ての自由状態（Ｅ-１、Ｅ-
２、Ｅ-３）から、第三コイル牽引ワイヤ５８を牽引し
て第三ワイヤ固定部材５５をＲ位置に移動させると、こ
の第三ワイヤ固定部材５５による押し込み力は、第三粗
巻きコイル５２を介して第二ワイヤ固定部材５４に伝わ
る。ここで、第二ワイヤ固定部材５４よりも可撓管部１
５の基端側に位置する第一粗巻きコイル５０と第二粗巻
きコイル５１の弾発力は、第三粗巻きコイル５２よりも
強いため、第二ワイヤ固定部材５４は移動せずに、該第
二ワイヤ固定部材５４と第三ワイヤ固定部材５５の間で
第三粗巻きコイル５２が圧縮される。すると、Ｅ-１及
びＥ-２領域は硬化されずに、Ｅ-３ｃ領域のみが硬化さ
れる。同様に、第二ワイヤ固定部材５４を図５中の右方
へ移動させた場合には、第二粗巻きコイル５１よりも第
一粗巻きコイル５０の弾発力の方が強いので、第一粗巻
きコイル５０が圧縮されずに第二粗巻きコイル５１のみ
が圧縮されて、可撓管部１５の該当する途中領域を硬化
させる。
【００３９】このように、複数の粗巻きコイルを用いる
場合に、手元側の粗巻きコイルは圧縮させずに、先端側
の粗巻きコイルを圧縮させて硬化させることも可能であ
る。なお、以上の説明では、粗巻きコイル間の弾発力を
異ならせてこうした作用を得るものとしたが、手元側の
粗巻きコイルの移動を規制するストッパを設けたり、手
元側のコイル押圧部材に作用する摩擦力を大きく設定す
ることによっても同様の作用が得られる。
【００４０】なお、複数の粗巻きコイルを備える形態で
は、圧縮される粗巻きコイルの組み合わせは以上で述べ
た態様に限定されるものではないし、粗巻きコイルの数
も３つに限定されるものではない。また、以上の説明で
は、各粗巻きコイルは半分程度の長さに圧縮するものと
したが、粗巻きコイルの圧縮度は任意に変化させること
ができる。
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【００４１】以上の各実施形態の説明から分かるよう
に、本発明の可撓性可変内視鏡では、可撓管部の可撓性
を調整するための手段として、圧縮により大幅に長さを
変化する粗巻きコイルを用いることで、可撓管部の任意
の領域で可撓性を変化させることができる。この粗巻き
コイルは、可撓管部を硬化させないときにも該可撓管部
内に位置しているので、余分な退避スペースを設ける必
要がなく、その配設構造も簡単である。また、粗巻きコ
イルは、従来から用いられている密巻きコイルに比し
て、自由状態での曲げ剛性が低く、硬化の必要がないと
きには可撓管部を柔軟に保つことができる。
【００４２】但し、本発明は図示実施形態に限定される
ものではない。例えば、図示実施形態では、粗巻きコイ
ルは挿入部の基端側に向けて圧縮されているが、挿入部
の先端方向に向けて圧縮させることも可能である。
【００４３】また、粗巻きコイルを圧縮させる機構に関
しては、図示実施形態ではワイヤ牽引タイプを用いてい
る。ワイヤは、不要な長さ分は巻き取って収納すること
が可能であるため、コイルの伸縮量（軸線方向への長さ
変化量）が大きい本発明におけるコイル操作手段として
好ましい。しかし、ワイヤ以外の操作手段を用いて粗巻
きコイルの伸縮状態を制御することも可能である。
【００４４】
【発明の効果】以上から明らかなように、本発明によれ
ば、簡単な構造で、可撓管部の特定領域の可撓性を変化
させることが可能な可撓性可変内視鏡が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用する可撓性可変内視鏡の全体図で
ある。
【図２】図１の内視鏡における操作部付近の拡大図であ
る。
【図３】図１の内視鏡における可撓性調整用機構を構成
する、粗巻きコイルとその操作機構の要部を示す図であ
る。
【図４】図３の粗巻きコイルを最大に圧縮させた状態を
示す図である。
【図５】複数の粗巻きコイルを設けた可撓性調整用機構
の実施形態を示す図である。
【図６】図５におけるワイヤ牽引機構を側方から見た図
である。
【符号の説明】

12
１０  電子内視鏡
１１  挿入部
１２  操作部
１３  先端部
１４  湾曲部
１５  可撓管部
１６  連結部
２０Ａ  ２０Ｂ  湾曲操作ノブ
２１Ａ  ロックノブ
２１Ｂ  ロックレバー
２５  ユニバーサルチューブ
２６  コネクタ部
２７  リモート操作ボタンスイッチ
２８  送気送水ボタン
２９  吸引ボタン
３０  処置具挿入口突起
３１  コイル外装管
３２  基端ストッパ
３３  先端ストッパ
３５  粗巻きコイル
３６  ワイヤ固定部材
３７  コイル牽引ワイヤ
３８  貫通孔
３９  巻取ドラム
４０  回動軸
４１  可撓性調整ノブ
４２  固定指標
４３Ａ  ４３Ｂ  ４３Ｃ  ４３Ｄ  回転位置指標
５０  第一粗巻きコイル
５１  第二粗巻きコイル
５２  第三粗巻きコイル
５３  第一ワイヤ固定部材
５４  第二ワイヤ固定部材
５５  第三ワイヤ固定部材
５６  第一コイル牽引ワイヤ
５７  第二コイル牽引ワイヤ
５８  第三コイル牽引ワイヤ
６０  ６１  ６２  巻取ドラム
６３  ６４  ６５  ドラム駆動モータ
６６  モータ操作部
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